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65歳以上の介護保険料が変わりました

介護保険モニター決まる！

広域連合議会新議長に南谷氏就任

第12回広域連合議会定例会の報告

ホームページを開設しました！

毎週水曜日の午後に金津町雲雀ヶ丘寮では

レクレーションが行われます。

８月６日には風船バレーが行われ、つい力が入

りすぎて違う方向へいったりして終始なごやかに

楽しんでいました。
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介護保険制度は３年ごとに５年を計画期間とする「介護保険事業計画」を
策定して、介護サービスの見込み量やサービス確保の方法などを計画するこ
とになっています。
介護保険制度がスタートして４年目。４月から「第２期介護保険事業計画」
に基づき、平成１５年度から１７年度の第１号被保険者（６５歳以上の方）の
介護保険料基準月額が３，６００円（旧保険料３，２００円）に決まりました。

高齢者人口及び高齢者人口比率は今後５年間、微増傾向の見込みです。

要介護認定者数は毎年、年間１００人程度の増加が見込まれ、平成１９年には３，７４０人に
増加する見込みです。

どのようにして、新しい介護保険料が決まったのですか。
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以上の３点のことを予測して・・・

※平成14年度までは第5段階に該当するのは合計所得金額が250万円以上になっていましたが、平成15年度からは200万円以上になりました。

段　階 対　　　象　　　者 一月あたり 年　額　保　険　料

第１段階
生活保護受給者と老齢福祉年金受給者
で本人及び世帯全員が住民税非課税

1,800円 21,600円（基準額×0.5）

第２段階 本人及び世帯全員が住民税非課税 2,700円 32,400円（基準額×0.75）

第３段階
本人が住民税非課税
(世帯内に住民税課税者がいる場合)

3,600円 43,200円（基準額）

第４段階
本人が住民税課税で合計所得金額が
２００万円未満の人

4,500円 54,000円（基準額×1.25）

第５段階
本人が住民税課税で合計所得金額が
２００万円以上の人

5,400円 64,800円（基準額×1.5）

平成15年度の保険料は平成14年1月から12月までの本人の所得状況、世帯員の住民税の課税状況が確定する
6月以降にお知らせしました。（普通徴収の方は7月10日、特別徴収の方は8月4日に発送させていただきました。）

居宅・施設サービス利用者数は今後５年間、微増傾向の見込みです。

介護保険料は本人の所得状況、世帯員の住民税の課税状況により、５段階に分かれます。
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平成１５年度から平成１７年度の介護（居宅・施設）

サービス費用（約２２０億円）を見込み、自己負担（サー

ビス費用の１割）を除いた保険給付の額を推計しました。

保険給付額の約１８％を推計しました。

（３年間に負担していただく保険料の総額）

月額保険料基準額を推計しました。

÷ ÷ 年　額
（１２か月）

３年間の
第１号被保険者数
（７８，０００人）

３年間に負担
していただく
保険料の総額①



介護保険モニターの皆さんは次の方々です。お気軽にご相談ください。 （敬称略）
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介護保険モニターとは介護保険に関する住民の
意見、要望及び介護サービス等の利用をするうえ
での不満や不安などの把握に努め、住民と広域連
合を結ぶパイプ役となります。また、４月からの新
しい第２期介護保険事業計画が円滑に実施される
よう点検する役割も担っています。
このほど初めての介護保険モニター会議が開催

され、林田広域連合長から１２人のモニターの
方々へ委嘱状が交付されました。今後、老人福祉
施設等を視察研修し、介護保険に対する知識を深
めて、安心して介護が受けられるまちづくりを推
進します。

町　名 氏　　　名 住　　　所 電話番号

三国町
大
おお

井
い

貞
さだ

夫
お

三国町緑ケ丘一丁目３－１１ ８２－０１３７

坪
つぼ

井
い

眞
まこと

三国町三国東一丁目１－１７ ８２－０４９８

芦原町
納
おさ

村
むら

亮
まこと

芦原町二面３５－２３ ７７－２０８４

佐
さ

賀
が

千
ち

種
ぐさ

芦原町北潟３６－１２ ７９－１１０３

金津町
野
の

田
だ

きよ子
こ

金津町市姫五丁目１－４１ ７３－５２７７

見
み

澤
さわ

美和子
み わ こ

金津町坂口１０－１－１ ７５－１４８６

丸岡町
大
おお

霜
しも

範
のり

子
こ

丸岡町舟寄７７－５ ６６－５１６７

堀
ほっ

田
た

文
ふみ

子
こ

丸岡町新鳴鹿３－１８２ ６７－０８７７

春江町
竹
たけ

内
うち

則
のり

雄
お

春江町中筋北浦１００ ５１－１００６

平
ひら

田
た

好
よし

江
え

春江町正蓮花９－４ ５１－１４２９

坂井町
寺
てら

澤
ざわ

由紀子
ゆ き こ

坂井町下兵庫９３－１－８ ７２－０６３１

半
はん

田
だ

とみ子
こ

坂井町下兵庫９２－２１ ７２－０５７９

モニターさんからの意見書提出 ２　件 （平成15年7月31日現在）
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寝たきりの原因『骨折』を防ぎましょう。
寝たきりを防ぐために大切なことの一つとして、その原因となる『骨折』を防ぐことがあげられます。
骨折は自分の努力である程度防ぐことができます。
骨折を予防するためには、骨がスカスカになる病気『骨粗しょう症』を防ぐこと、そして転ばないよう
に環境を整えることが大切です。

住まいの中の
危険な場所を確認して
整備しましょう

つまずきやすいもの、
すべりやすいものを床に
置かないようにしましょう。座布団やじゅうたん
の浮き上がった部分なども足をひっかけやすいの
で注意しましょう。照明を明るくする、手すりを
つける、杖などの補助用具を活用することも大切
です。

外出の時も気をつけて

つっかけやスリッパはつまずいて転倒しやすい
ので、自分の足にあった歩きやすい靴を履きま

しょう。
動きやすい服装に

したり、道路の段差
に気をつけたりする
ことも大切です。

〈環境を整える〉

骨折を防ぐためのポイント

〈骨を丈夫にする〉

適度な
日光浴をしましょう

日光に当たるとビタミンＤが
つくられ、カルシウムの吸収が
よくなります。当たりすぎはよ
くありませんが、夏なら木陰で
３０分、冬なら直射日光に１時間
程度がよいでしょう。

適度な運動を行い、
筋力の低下を
防ぎましょう

運動によってカルシウムの量
が増え、骨が丈夫になります。
また、運動により筋肉をきたえ
ると、筋肉が骨を保護して骨折
などの事故から守る効果も期待
できます。

カルシウムを
多く含む食品を
積極的にとりましょう

カルシウムは骨を作るために
必要な大切な成分です。牛乳や
乳製品、小魚や海藻類、そして、
野菜などに多く含まれています。
カルシウムを多く含む食品を毎
日少しづつでも摂るようにし、
バランスの取れた食生活を心が
けましょう。



議長就任のごあいさつ

坂井郡介護保険広域連合議会議長

南
みなみ

谷
や

則寛
のりひろ

このたび、議員の皆様方のご推挙
によりまして、坂井郡介護保険広域
連合議会の議長の要職に就くことに
なりました。誠に身に余る光栄であ

り、その責任の重大さを痛感しております。
私は、浅学非才であり、その器ではございませんが、

12万余人の郡民の皆様と議員各位の温かいご支援とご鞭
撻を賜りながら、広域連合の伸展と住民福祉の向上のた
め、最善の努力を傾注する所存であります。
なお、議会の運営につきましては、不偏不党、公正無
私の立場を堅持いたしますとともに広域連合として行う
介護保険が所期の目的に沿って執り行われるよう、皆様
方の一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げ、就任のごあいさつといたします。
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介護保険事業計画のサービス評
価システムの導入について

問１ 介護保険事業計画には各サービス
の目標値が設定されている。これに
基づき、実績値との比較、計画値と
の間に差が発生した場合の説明、事
業評価委員会の設置、評価結果の公
開を行うのが良いのではないか。

林田広域連合長
第2期介護保険事業計画の策定に当たっ
ては給付分析、サービス利用者の意向調
査を始めとするデータの把握や被保険者
の幅広い意見を反映するため、住民代表
や関係団体等の方々で構成する計画策定
委員会を設置し、サービス見込み量の確
保のための方策、対象サービスを円滑に
提供するための事業及びサービス水準と
保険料の設定について意見をいただき、
これを基にそれぞれの目標の見込み数値
を表した計画内容といたしております。
また、介護保険事業を適正に円滑な運
営を図る必要から、介護保険運営協議会
を設けており、介護保険の利用状況を定
期的に把握し、介護保険事業の評価を含
めた進行管理を行っております。
更に今年6月には、介護保険事業の利

用状況の確認及び利用者の意見や住民の
要望などをいただくための介護保険モニ
ターを発足させ、今後は活動状況を公表
することにより介護サービスや各事業の
評価に結びつくのではないかと考えてお
ります。

老人保健福祉計画（広域連合を
構成する六町）の介護サービス
目標値の設定について

問２ 広域連合の構成町の「連携」につ
いて具体的説明されたい。

林田広域連合長
坂井郡介護保険広域連合広域計画の運
営方針に基づき、構成町と定期的に現況
把握に必要な給付状況報告や要介護認定
のほか、計画策定に当たっての調査デー
タを提供し、介護保険事務についての事
務対応や情報交換、事業報告のほか介護
保険事業計画の基本的方向性や推進方策
などを示し、各町で作成する老人保健福
祉計画との整合性を図っていただくよう
「担当者、課長会及び助役会議等を行い連
携を密に両計画の調和」に努めてきたと
ころであり、あわせて介護予防・生活支
援事業を含む老人保健福祉事業の取り組
みをお願いしてきたところであります。

問３ 坂井郡の場合、構成町は老人保健
事業について、その数値目標をたて
ているか。その行政評価は介護保険
諸事業との進捗状況との関連の中で
行われると思うがどうか。

林田広域連合長
国・県の指導に基づいた施設サービス
の参酌標準は目標年度の19年度ではおお
むね 3.2％となることを標準として、地
域の実情に応じたサービス提供量を見込
むことが必要となります。

すでに当広域連合管内は「4.21％」
1,062人で目標を超している状況となって
いること。介護保険対象外の介護予防に
関する考え方や住民ニーズに対するマン
パワーの成熟度面において、各町に違い
があることなどからそれぞれ数値を設け
ることは困難があると思っています。
また、介護予防事業がどの程度影響を
及ぼすのか効果の検証、評価が確立され
ているかどうか、今後、介護保険事業と
密接に関連する要介護認定者の出現率の
状況や制度の成熟等による利用率の増加
といった様々な要因について、総合的な
政策的判断も必要となります。
これらを解消していく方策について、

各町と十分に協議し本年中に取り組みた
いと考えております。

介護保険事業計画について

問１ 介護施設の増床計画数に関して
県は、市町村の策定した増床計画

数を無視した老人福祉計画を発表し
た。しかも県の増床計画数の根拠を
示してもいない。県の姿勢に対して、
連合はいかなる対応をとり、また、
取ろうとしているのか。

林田広域連合長
福井県介護保険事業支援計画の計画数
値については、どのようにして策定され
ましたか、県からの説明も受けておりま
せんし、承知しておりません。
事務局から県に問いただしたところ、

第12回広域連合議会定例会が7月30日(水)に丸岡
町議場で開催され、議長選挙、議会運営委員の選任
及び平成15年度一般会計補正予算など6議案が原案
どおり可決されました。
議長には南谷則寛氏（三国町）が選出され、収入

役に渡邉一成氏（春江町）が、また、広域連合監査
委員に坪田正美氏（坂井町）が選任されました。
また、三国・芦原・金津・坂井各町の議会の組織
替えに伴い、新しい議員が選出されました。

三国町 南谷　則寛 山田　和雄
金津町 山下　忠孝 渡辺　重夫 丸谷　浩二　
坂井町 盛政　隆治

議会運営委員会に選出された議員は、次の皆さん
です。

◎委員長　○副委員長
◎渡辺　重夫（金津町）○藤岡　繁樹（丸岡町）
千利浜幸男（三国町） 橋本　達也（芦原町）
橋本　充雄（春江町） 盛政　隆治（坂井町）

一 般 質 問
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福井県の老人保健福祉圏域での福井・坂
井圏域の目標数値については、真に施設
の入所が必要な人数を見込んだ計画とし
ており、各保険者で現在の見込んだ以上
にサービス利用が増加しても対応できる
計画としたとのことであります。
このため県では、この計画数値が上限
と考えており、この計画数値の中で保険
者と協議しながら施設整備を進めていく
ことを考えているとのことです。また、
介護保険料への影響については、保険者
が推計した保険料の範囲内となるよう
施設を整備する年度において十分配慮の
上、整備を行っていただきたいと言って
います。

問２ 施設の入所判定に関して
広域連合が作成した先進的な入所判
定基準案を参考にして県全体の判定
基準を作成するとしていた県は、極
めて後退した内容の基準を発表した。
（1）林田連合長に対し、事前に何の連
絡もなく県は，これを発表したのか。
（2）もし、そうだとしたら、このよう
な県の姿勢をどう考えるか。

林田広域連合長
当広域連合が考えていた入所判定指針
について、ご承知のとおり、寝たきり度、
痴呆度により要介護度を基準とした内容
であり、これらを網羅するよう県に要請
して参りました。
しかし、県では、居宅サービス利用率、
在宅介護期間、痴呆の状況を加えたもの
としたいといってきました。
その後、県は、それも含め3月31日付
けで特別養護老人ホーム入所指針を施行
者へ通知しました。ところが、平成
15年6月17日付けで、入所指針の一部を
修正したいとの通知がありました。
しかし、その修正案では、入所判定基
準の基本的な考え方として、要介護度3
以上対象部分、囲みで明記した部分を削
除し、基準評価基準及び加算評価基準の
区分をなくしております。このことにつ
いても修正理由などは新聞紙上だけで
知っただけで何ら保険者に説明がなく、
事務局より承服できないとの意見を伝え
ました。
まだ、施設より入所判定結果の報告も
ありませんので、今後状況を見て対応し
たいと考えています。

問３ 施設の入所判定に関して
（3）事業計画の実効性を高めるために
どのような手立てを講じるかを伺う。

林田広域連合長
広域連合は、入所決定の公平性と透明
性を確保することと、真に施設に入所す
る必要性の高いと認められる者が優先的
に入所出来るよう、より良い入所指針を
望んでおります。
当広域連合としては、施設所在構成町
及び広域連合から入所判定委員会に参画
できるよう施設者に対し指導するよう再
三、県に申し入れております。
また、県の担当は、今後、運用を見な
がら見直しを行って行きたいとも言って
おりますので、今後の状況を見守りたい
と考えています。

自治体として広域連合の可能性
について

問４ 坂井郡内４町の合併を機に、郡内
中央部に広域連合の議場を確保し，
独立させた議会事務局に一部事務組
合議会の事務局を兼務させることは
できないか。
第２の合併の波も見据えて坂井郡

の民意集約機能を組織付けする場を
広域連合が提供できないか。

林田広域連合長
平成11年に広域連合を立ち上げる際、

私が提案した時に、将来的に各町の事務
で共同処理ができるものも対象に考えて
はどうかとの意見を申し上げた経緯がご
ざいますが、あの時は、合併を想定して
いるのではないかとの強いご意見があ
り、介護保険に限定した広域連合となっ
たことはご承知のとおりであります。
郡内でいくつかの一部事務組合を総称
しての事業となりますと坂井郡6町の議
会や広域連合議会で充分ご審議賜りたい
と考えております。

費用負担の減免について

“第２期坂井郡介護保険事業計画”の
中には、制度の円滑な運営の一項目と
して、「低所得者への減免」が盛り込
まれているが、どのような方が対象と
なるのか、どういったサービスを対象
にしていくのか。そして、どういう責
任のもとに減免を行っていくのか。
今の段階で具体化している点、あ

るいは今後の方針などを明確に示す
ことを求める。

林田広域連合長
ご承知のように、国の制度において基
準が定められ、主なものでは高額介護
サービス費、社会福祉法人等利用者負担
減免措置、標準負担額減免及び介護保険
制度施行以前のホームヘルプサービス事
業があります。
ホームヘルプサービスについての経過
措置としての軽減措置は、介護保険導入
に伴う利用者負担の激変緩和の観点か
ら、国庫補助事業により利用者負担の軽
減措置が講じているもので、平成14年度
までは3％、その後段階的に引き上げ平
成16年度までは6％、平成17年度から通
常の10％利用者負担となるものです。
広域連合では、単独事業により旧制度
において無料となっていた人については
利用者負担の3％について減免し、実質
無料として継続的利用を図っております

が、今年度 7月から利用者負担が 3％か
ら6％に変更となることから、低所得者
対策費として、2,332千円の所要額を計上
いたしております。
なお、ホームヘルプサービス事業の利
用者負担減免を一律減免することは、厚
生労働省の指導監査の折り、サービスを
利用する者としない者との公平性や適切
なコスト意識の観点から改善命令を受け
ており、非常に難しいと考えております。
しかし、各町は広域連合に対し2年間

経過した滞納保険料に相当する金額を坂
井郡介護保険広域連合介護福祉推進基金
として、現在1,770千円積み立てており、
この基金の状況を見て、低所得者対策を
考えて行きたいと思っております。

老老介護世帯への上乗せ措置に
ついて

高齢者夫婦世帯で、一人が要介護
者の場合、（いわゆる老老介護の状態）
介護している者が入院などで介護で
きなくなった場合、ショートステイ
などの利用が想定される。しかし、
介護を受ける者の要介護度によって、
限度額が決まっていることから、限
度額を超える場合、実費負担になり、
大きな負担になる。
必要なサービスを受けられるよう

に限度額を超える分を広域連合の独
自施策でカバーすべきでないか。

林田広域連合長
在宅介護サービスについては、要介護度
ごとに標準的に利用されることが想定され
るサービス例を設定し、それらを基にして、
要介護度ごとの支給限度額が設けられ、そ
の支給限度額の範囲内で利用されるサービ
スを受けることとなっております。
このことは、サービスを無制限に利用
できるとすると、一部の者に利用がかた
より保険料と公費を財源に運営される公
的制度のもとで不公平なものとなること
から、限度額を超えるサービスを受ける
場合には利用者負担と定められています。
従いまして、生活環境や身体の状況が
変わったならば、必要とするサービスの
組み合わせなどをケアマネジャーと検討
するほか、介護の状態が重くなっている
ようであれば、要介護度の区分変更申請
や介護サービス計画の組み合わせの見直
しといった一連の作業を行い、それ以上
のサービスが必要とするならば支給限度
額を超えるサービス料については利用者
の選択にゆだねられることとなります。
老老介護については、各町の福祉担当課
長にお願いして実態調査をし、広域連合
での対応が必要ということになれば検討
したいと考えています。
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介護保険に関する情報を提供しています。

各種申請・届出様式をいつでもダウンロードでき

たり、前号までの広報誌を見ることができます。

皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。

ぜひ、アクセスしてみてください！！

最近、福祉用具のレン
タルや購入、または住宅
改修の契約に関するトラ
ブルが増えています。慎
重に契約を行いましょう。

①商品等のパンフレットをもらいましたか？

②詳しい説明を受けましたか？

③他の商品等についても聞いてみましたか？

④もう一度よく考えましたか？

⑤本当にその商品等は必要ですか？

編集後記

６月の人事異動で広
報を担当することにな
りました。いざやると
記事のレイアウトや写
真撮影などに悩む毎
日。やっとできた初め
ての広報第１号。次回
号までに腕を磨かなけ
れば・・・
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計758人 計398人 計483人 計852人 計569人 計326人

要 支 援

要支援１

要支援２

要支援３

要支援４

要支援５

合 計

広域（６町）計

３３２人
１，１２０人
５４９人
４１５人
４９７人
４７３人

３，３８６人

注意！
第１期 ７月25日（金）

第２期 ８月25日（月）

第３期 ９月25日（木）

第４期 10月27日（月）

第５期 11月25日（火）

第６期 12月25日（木）

第７期 平成16年　１月26日（月）

第８期 平成16年　２月25日（水）
※納期限までに納めましょう。
※便利な口座振替をお勧めします。


